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7 2017（平成29年）

国　税／�6月分源泉所得税の納付� 7月10日
国　税／�納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月

分）の納付� 7月10日
国　税／�所得税予定納税額の減額承認申請�7月18日
国　税／�所得税予定納税額第1期分の納付� 7月31日
国　税／�5月決算法人の確定申告（法人税・消費税

等）、11月決算法人の中間申告� 7月31日
国　税／�8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）� 7月31日
地方税／�固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

� 市町村の条例で定める日
労　務／�社会保険の報酬月額算定基礎届� 7月10日
労　務／�労働保険料（概算・確定）申告書の提出・（全

期・１期分）の納付� 7月10日
労　務／�障害者・高齢者雇用状況報告� 7月18日
労　務／�労働者死傷病報告（4月〜6月分）� 7月31日

　相続税や贈与税の課税価格計算のための基
礎となる財産の評価方法を定めた行政上の文
書。相続税法では、「財産の価額は取得時の時
価」としていますが、時価を客観的に評価す
ることは難しいことから、納税者間で相続財
産等の評価が異なり不公平にならないよう国
税庁が画一的な評価方法を定めています。

ワンポイント 財産評価基本通達
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　前日の勤務が終了してから翌日の勤務を
開始するまでの間に一定の休息時間をとる
ことを、「勤務間インターバル」といいます。
EUでは、原則として24時間につき連続
して11時間の休息時間を設けることが義
務付けられています。もし残業で午後11
時まで働いたとすると、たとえ就業規則で
９時から始業と定められていたとしても、
翌日の勤務は午前10時まで免除されます。
　日本では、法律では定められていないも
のの、導入を進めている企業もみられるよ
うになりました。例えばKDDIでは、従来
から交代勤務の社員は勤務終了から次の勤
務開始まで７時間以上空けるルールが制度
化されていましたが、2015年には就業規
則で８時間以上のインターバルを確保する
ことが定められました。さらに、安全衛生
規程で管理職を含む全社員に対して、11
時間未満の勤務間インターバルが月に11

日以上となった場合には、個別に健康指導
や問診などを実施することも定められまし
た。
　厚生労働省は、労働時間などの設定の改
善を図り、過重労働の防止や長時間労働の
抑制に向けて勤務間インターバルの導入に
要した費用の一部を助成する制度を設けま
した。労働者災害補償保険の適用があり、
勤務間インターバルをまだ導入していない
など一定の条件を満たす事業主が、この助
成金の支給対象です。事業主が勤務間イン
ターバルを新規導入したり、すでに導入し
ている場合は、対象となる労働者の範囲を
拡大したり時間を延長したりといった取り
組みを計画に基づいて実施することで助成
金の支給を受けることができます。
　支給対象になる経費は、労務管理担当者
などの研修費のほか労務管理用ソフトや機
器の導入・更新、就業規則などの作成・変
更にかかる費用です。申請の受付は平成
29年12月15日（予算の都合で、同日前に
締め切る場合あり）までです。

勤務間インターバル

　機器で生じる余分なエネルギーを回収し
て、電力に変換して再利用することを「回
生」といいます。例えば車が減速をすると
きなどには、車輪がモーターを回転させる
ことでモーターが発電機の役割を果たしま
す。ハイブリッド車などで運転中にブレー
キを踏むと発電・充電するのは、電力の回
生技術を利用しています。
　回生技術は、エレベーターにも利用され
ています。ロープ式のエレベーターは、人
が乗るカゴと釣合となるおもりがロープを
介して巻上機の綱車に釣瓶状に掛けられて
います。エレベーターがほぼ満員の状態で
下降するときや、逆に少人数の状態で上昇
するときは、エレベーターは重力を利用し
て動いています。このときにモーターを回
転させるので、電力が生まれる仕組みにな
っています。
　エレベーターで生まれた回生電力は、建
物内で有効利用されているケースが多いよ
うです。
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エコフィードとは

　食品をリサイクルするこ
とで資源の有効利用につな
げることや、飼料自給率を
向上させることは重要な取
り組みだといえます。その
一環として、食品残さ等を
飼料として利用することを

「エコフィード」といいま
す。エコフィードは、エコ
ロジーを意味する「eco」と
飼料を意味する「feed」か
らできた造語です。
　エコフィードの原料とな
る食品残さには、食品を製
造するときにできるパン屑
や醤油粕などの食品製造副
産物や売れ残りの弁当など
の余剰食品、カット野菜の
屑などの調理によって発生
した残さや規格外の農産物
などの農場で発生する残さ
があります。これらの食品
残さを混合し、乾燥させた
り発酵させたり液化したり
といった加工をすることで、
エコフィードに生まれ変わ
ります。

エコフィードの意義

　平成27年度現在、畜産業
で使用されている飼料は、
概算で約70％を海外からの
輸入に依存しています。こ
れを10年後の平成37年度
には、自給率を40％に上昇
させることを目標にしてい
ます。実際に畜産業では、
飼料費は総コストの約４割
から７割を占めています。
一方で穀物の価格は、平成
20年ごろに急騰し、その
後乱高下を繰り返しながら
現在に至っています。穀物
相場に翻弄される畜産経営
の安定化を図るための施策

として、エコフィードは期
待されています。

食品のリサイクル

　食品の大量廃棄が社会問
題になっていることから、
平成13年に食品リサイクル
法が制定されました。この
法律では、食品廃棄物の発
生を抑制することに優先的
に取り組み、そのうえで再
生利用や熱回収などを行う
こととされています。実際
に平成26年度における食品
廃棄物の発生量は、約2,000
万トンでした。そのうち約
70％の1,350万トンが再生
利用されており、さらにそ
の約70％（廃棄物発生量全
体の約50％）が飼料として
利用されています。

エコフィードのメリット

　エコフィードを活用する
ことで、畜産業界では飼料
費の削減や生産性の向上が
期待されています。試算で
は、飼料の価格は約半分に
削減されます。飼料の20%
をエコフィードで代替する
場合、豚１頭あたりに換算
すると、約3,000円の削減

につながります。
　エコフィードの利用によ
って品質や生産性が向上す
るというメリットもありま
す。実際にエコフィードを
導入したことで、豚肉の肉
質が向上したり、液化した
飼料を使用することで粉塵
の発生が抑制され、家畜の
呼吸器疾患の罹患率が低下
したりといった効果が報告
されています。
　食品廃棄物の処理をする
ために、廃棄物１kgあたり
平均13円かかります。もし
廃棄物が年間100トン発生
すると、廃棄物処理に130
万円かかることになります。
エコフィードは、この廃棄
物処理費用を削減する効果
も期待されています。

製造と安全

　エコフィードの製造業者
は、平成28年５月現在で約
350あります。そのうち食品
を製造することでできる副
産物を扱う業者が最も多く、
８割以上を占めています。
北海道では農産物の加工残
さを飼料にする業者、都市
部では余剰食品を扱う業者、
九州では焼酎粕を扱う業者
のように、地域で特色がみ
られるようです。エコフィ
ードの製造は年々増えてお
り、平成15年度には飼料全
体の４％程度だったのが、
27年度には7.5％程度まで
割合が増えています。
　安全面にも配慮されてお
り、動物由来タンパク質な
どを飼料に利用するには制
限を設けています。これは、
牛海綿状脳症（BSE）の発
生を防止するために設けら
れた措置です。
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niteの歴史

　製品評価技術基盤機構は、
経済産業省のもとに設置さ
れている団体で、工業製品
の技術的な評価や審査、品
質に関する情報の収集や提
供などを行っています。
　National Institute of 
Technology and Evaluation
の頭文字を取ってniteとい
います。
　niteの歴史は古く、1928
年２月に輸出絹織物検査所
としてスタートし、輸出用
繊維製品や機械製品・化学
製品の検査などを通して輸
出品の信頼性を確保するた
めの活動を続けてきました。

niteの事業内容

　niteは、①製品安全分野、
②化学物質管理分野、③バ
イオテクノロジー分野、④
適合性認定分野、⑤国際評
価技術分野の５つの部門に
ついて、技術的な評価や審
査などの事業を実施してい
ます。そして、安全確保の
ためにわかりやすい情報を
提供したり、知見やデータ
などを提供することで産業
界の発展に貢献したり、諸
外国と連携して国際的なル
ール作りをしたりといった
活動を行っています。

niteのデータベース

　niteでは、収集した情報
をデータベース化して、一
般に公開しています。例え
ば製品安全分野では、48,000

件を超える製品事故につい
て、製品名や事故原因、再
発防止措置などの項目につ
いて公開しています。これ
らの情報を公開することで、
製品事故の再発防止につな
がることが期待されていま
す。
　また化学物質管理分野で
は、「日ASEAN化学物質安
全データベース」がありま
す。これは日本とASEAN
各国が協力して構築したも
ので、各国の化学物質につ
いての規制情報や有害性情
報を検索できるデータベー
スです。このデータベース
は、化学物質をASEAN各
国へ輸出する際の情報収集
や法令順守の対応などに活
用されています。

新技術の創出

　niteでは、５つの分野で
収集した情報や知見を活か
して、それぞれの分野や組
織が連携して新技術の創出
を行っています。
　日用品や繊維製品には、
ヒトがその製品と接触する
ことで皮膚炎を発症するも
のがあります。これは、そ
の製品に含まれる原因物質
にヒトが過敏に反応するこ
とで発症するもので、アレ
ルギー性皮膚炎と呼ばれま
す。この原因物質を特定す
るため、niteの製品安全セ
ンターとバイオテクノロジ
ーセンター、化学物質管理
センターが連携して、製品
事故として収集した情報を

分析し、原因物質となり得
る構造式を持つ化学物質を
明らかにします。その結果
を公開することで、皮膚障
害の防止に役立っていま
す。
　またnite単独ではなく、
地方自治体や大学などと連
携して、地域ブランド商品
の創出も行っています。岩
手県釜石市では、釜石市の
花である「はまゆり」から
食品に利用できる酵母の分
離に成功しました。この酵
母を使用したビールやパン
などの商品が、地域ブラン
ド商品として販売されてい
ます。

niteの情報発信

　niteのホームページで
は、製品事故についての注
意喚起や様々な制度につい
ての情報を発信しています。
またメディアなどに対して、
石油ストーブやコンセント
による事故などの再現実験
を行いその映像を提供する
ことや、製品の事故防止に
関しての記者説明会なども
実施しています。さらに
nite本所（東京）では、年
に１回夏季に施設の一般公
開を行っています。これは
NITEフレンドシップデイ
と呼ばれており、イチゴか
らDNAを取り出すといっ
た実験教室や天ぷら油火災
の再現実験を展示するな
ど、niteの業務について身
近に感じることができるイ
ベントとなっています。
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